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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２８年３月２５日（平成２８年（行個）諮問第５７号） 

答申日：平成２９年１０月２日（平成２９年度（行個）答申第１０４号） 

事件名：本人に対する療養・休業補償給付等の不支給決定に関する調査復命書

等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「平成２７年特定月に特定労働基準監督署に労災申請した件で労災保険

不支給決定（決定年月日平成２７年特定月日）にあたり，労働者災害補償

保険療養・休業補償給付等・労働者災害補償保険療養補償給付に関する

「労働基準監督署の精神科医師の意見書・診断書」監督署の調査内容や判

断等が纏められた「調査結果復命書」「労働時間残業時間に関する調査資

料関係資料」」に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有個人情

報」という。）につき，その一部を不開示とした決定について，審査請求

人が開示すべきとし，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分につい

ては，別表６欄に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，石

川労働局長（以下「処分庁」という。）が，平成２７年１２月４日付け石

労発１２０４第１号により行った一部開示決定（以下「原処分」とい

う。）について，企業印及び個人印以外の部分の開示を求めるというもの

である。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書及び意見書の記載

によると，おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

開示請求者に係る保有個人情報には，開示請求人以外の特定の氏名が

記載されており，これらは，開示請求人以外の個人に関する情報であっ

て，特定個人を識別することができる情報であるため，法１４条２号に

該当し，かつ同号ただし書きイからハまでのいずれかにも該当しないこ

と，また，当該保有個人情報には，法人の印影，所定労働時間，労働者

数，法人から提出された情報で，当該法人の組織，あるいは営業上の秘

密事項に係る情報が記載されており，これらは特定の法人に関する情報
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であって，開示することにより当該法人の権利・競争上の地位・その他

正当な利益を害するおそれがあるため，法１４条３号イに該当すること

から，これらの情報が記載されている部分を不開示とした。 

さらに，当該保有個人情報には，開示請求人以外の特定個人から聴取

した内容等に係る記述，医師の意見に関する記述が記載されており，こ

れらは行政機関（又は国）が行う事務に関する情報であって，開示する

ことにより当該事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報であ

り，法１４条 7 号柱書きに該当するから，これらの情報が記載されてい

る部分を不開示としたほか，保有個人情報が記載されていないものにつ

いては不開示とした。 

とあるが，審査請求人は労災について審査請求するにあたり労働基準

監督署局長が決定した内容を知るために個人情報の開示請求をしたもの

である。よって不開示とされた内容のうち法人が提出した審査請求人の

所定労働時間については審査請求人が働いた時間であり知る権利がある

為開示されるべきものである。 

審査請求人自身該当の所定労働時間デジタルタコグラフ日報，仕事内

容等を手帳に記載しており，法人との違いを確認する為であり営業上の

秘密事項にはあたらずまた会社の指示によりデジタルタコグラフを外し

てしていた勤務時間を確認する事が必要な為の開示であり不開示とした

のは不当である。 

また，医師の意見に関する記述についても医師名さえ隠されていれば

個人名を確定するのは困難不可能であり審査請求をするかしないかの判

断材料として扱える物である為開示されるべきである。 

（２）意見書 

ア まず今回の情報公開に関しての意図は，療養・休業補償給付等の不

支給決定に関して再審査請求をするかしないかの判断材料にしようと

思った為に厚生労働省に対して審査請求したものである。 

再審査請求にあたり，労働基準監督署の精神科医師の意見書内容，

請求人が通院している循環器科医師の意見書内容の一部開示では再

審査請求するのに判断がつかず病院名，医師名，印影部分さえ不開

示にしていれば個人を特定することが出来ないのでそれ以外は開示

して請求人が判断に使えるように開示すべきである。 

イ 業務内容と日常業務の内容，②２項作業内容についても請求人の部

分だけ開示すれば，他の個人情報に触れる事がないので開示して請求

人の判断資料にするべきである。 

労災申請に関しては勤務していた企業も承知している事である。よ

って労災申請のみに限って使用すれば大丈夫なはずである。 

ウ 特定労働基準監督署に労災申請する為に申請書を貰いに行った時に，
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特定労働基準監督署職員から理由を聞かれ中々申請書を渡して貰えず

職員の指示通りに理由を言い，それを聞いた職員から「大企業がそん

な違法な事する事はない」「病気になった貴方が悪い」「申請自体あ

たいしない」などと言われていた為請求人は特定労働基準監督署に不

信感をつのらせているので，個人印企業印氏名以外の開示請求を求め

た。 

労災申請自体は労働者の権利である。労働時間残業時間に関する調

査資料関係資料については本当に労働時間残業時間を計算する資料

が全て揃ったうえで時間が計算されているかを確認しまた再審査請

求するにあたっても重要な時間計算するのに必要な資料なので労災

申請人のみの資料開示は必要である。 

企業印，個人印は開示の必要はない。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 

（１）本件審査請求の経緯 

ア 審査請求人は，平成２７年１１月４日付けで，処分庁に対して，法

１２条１項の規定に基づき，「平成２７年特定月に特定労働基準監督

署に労災申請した件で労災保険不支給決定（決定年月日平成２７年特

定月日）にあたり，労働者災害補償保険療養・休業補償給付等・労働

者災害補償保険療養補償給付に関する「労働基準監督署の精神科医師

の意見書・診断書」監督署の調査内容や判断等が纏められた「調査結

果復命書」「労働時間残業時間に関する調査資料関係資料」」に係る

開示請求を行った。 

イ これに対して，処分庁が平成２７年１２月４日付け石労発１２０４

第１号により部分開示決定（原処分）を行ったところ，請求者がこれ

を不服として，平成２７年１２月２７日付け（同月２８日受付）で審

査請求を提起したものである。 

（２）諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，原処分において不開示とした部分のうち一部を

新たに開示した上で，別表中「４ 原処分において不開示とされている

部分」については，法１４条２号，３号イ及び７号柱書きに基づき，原

処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

（３）理由 

ア 本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報は，平成２７年特定月に特定労働基準監督署

に労災申請した件で労災保険不支給決定にあたり労働者災害補償保

険療養・休業補償給付等・労働者災害補償保険療養補償給付に関す

る「労働基準監督署の精神科医師の意見書・診断書」監督署の調査
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内容や判断等が纏められた「調査結果復命書」「労働時間残業時間

に関する調査資料関係資料」である。 

イ 不開示情報該当性について 

（ア）法１４条２号の不開示情報 

ａ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１の③，

３の②，５の②，６の③，７，１１の②，１２，２３の①，２４

の①，２５の①，２６の①，２９の②，３０，３１の①及び３１

の②の不開示部分は，請求者以外の氏名，印影など，請求者以外

の個人に関する情報であって，請求者以外の特定の個人を識別す

ることができるものであるため，当該情報は，法１４条２号本文

に該当し，かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも該当しな

いため，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

ｂ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１１の

①，２３の②，２４の②，２５の②，２６の②及び２９の③の不

開示部分は，特定労働基準監督署の調査官が本件労災請求に係る

処分を行うにあたり，請求者以外の特定個人から聴取をした内容

である。当該聴取内容に関する情報が開示された場合には，被聴

取者が，不当な干渉を受けることが懸念され，請求者以外の個人

の権利利益を害するおそれがあるため，当該情報は，法１４条２

号本文に該当し，かつ同号ただし書イからハまでのいずれにも該

当しないため，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

（イ）法１４条３号イの不開示情報 

ａ 別表に記載した情報のうち，文書番号１の①，２の①，３の

①，４，５の①，６の①，８，９，１０，２８及び２９の①の不

開示部分は，特定事業場等の印影である。印影は，書類の真正を

示す認証的な機能を有する性質のものであり，かつ，これにふさ

わしい形状のものであることから，これらの情報が開示された場

合には，偽造により悪用されるおそれがある等，当該事業場の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることか

ら，法１４条３号イに該当するため，原処分を維持して不開示と

することが妥当である。 

ｂ 別表に記載した情報のうち，文書番号１の②，２の②，６の②

及び３１の②の不開示部分は，特定事業場等の業務内容に関する

情報等であり，当該事業場等が一般に公にしていない内部情報で

ある。そのため，仮にこれらの情報が開示された場合には，当該

事業場が，当該内容に不満を抱いた労災請求人等から不当な干渉

を受けることが懸念され，当該事業場の権利，競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあることから，法１４条３号イに
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該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当であ

る。 

（ウ）法１４条７号柱書きの不開示情報 

ａ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１１の

①，２３の②，２４の②，２５の②，２６の②及び２９の③の不

開示部分は，特定労働基準監督署の調査官が本件労災請求に係る

処分を行うにあたり，請求者以外の特定個人から聴取した内容等

である。これらの聴取内容等が開示された場合には、請求者以外

の個人の権利利益を害するおそれがあることは，上記（ア）ｂで

既に述べたところである。 

加えて，これらの情報を開示するとした場合，被聴取者が心理

的に大きな影響を受け，被聴取者自身が把握・認識している事

実関係について申述することをちゅうちょし，労災請求人側，

事業場側いずれか一方に不利になる申述を意図的に忌避すると

いった事態が発生し，公正で的確な労災認定を実施していく上

で必要不可欠な事実関係についての客観的申述を得ることが困

難になるおそれがある。したがって，これらの情報は，開示す

ることにより，労働基準監督署における労災認定等の事務処理

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法１４条

７号柱書きの不開示情報に該当するため，原処分を維持して不

開示とすることが妥当である。 

ｂ 別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１の

②，２の②，６の②及び３１の②の不開示部分は，特定事業場の

業務内容に関する情報等であり，当該事業場が一般に公にしてい

ない内部情報である。これらの情報が開示された場合には，当該

事業場の権利，競争上の地位その他正当な権利を害するおそれが

あることは、上記（イ）ｂで既に述べたところである。 

さらに，これらの情報は，守秘義務により担保された労災補償

行政に対する信頼に基づき，当該事業場に理解と協力を求めた

上で得られたものであるから，当該情報を開示するとした場合

には，このことを知った事業場だけでなく関係者の信頼を失

い，労災認定の調査への協力をちゅうちょさせることとなり，

公正で的確な労災認定を実施していく上で必要な事実関係を把

握することが困難となる。したがって，これらの情報は開示す

ることにより労働基準監督署における労災認定等の事務処理の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法１４条７

号柱書きに該当するため，原処分を維持して不開示とすること

が妥当である。 
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（４）結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分の一部を変

更し，原処分において不開示とした部分のうち一部を新たに開示した上

で、別表中「４ 原処分において不開示とされている部分」欄に掲げる

情報については，法１４条２号，３号イ及び７号柱書きに基づき，原処

分を維持して不開示とすることが妥当である。 

２ 補充理由説明書 

法４２条の規定に基づき，平成２８年３月２５日付け厚生労働省発基０

３２５第３号により諮問した平成２８年（行個）諮問第５７号に係る諮問

書，理由説明書（以下，「理由説明書」という。）について，諮問庁にお

いては，一部を除き原処分を維持すべきものとして諮問したものであるが，

併せて保有個人情報に該当しないことについて下記のとおり，追加して説

明するとともに，理由説明書の別表について，修正を行う。 

（１）文書番号３１の②「診察資料」について 

当該部分は，審査請求人に係る個人情報は含まれておらず，また，当

該部分が他の情報と照合することにより，審査請求人を識別することが

できる情報も含まれていないことから，審査請求人を本人とする保有個

人情報に該当しないことも併せて説明することとしたい。 

（２）理由説明書別表の修正等について 

（下線部分が追加・修正部分）   

文

書

番

号 

対象文書名 不開示を維持する部分 不開示情報 

（法１４条該当号） 

２号 ３号イ ７号柱

書き 

１ 

１ 

精神障害の業

務起因性判断

のための調査

復命書 

① ２頁「具体的出来事」

欄１段目「具体的な内容

及び評価」の記載３行目

１７文字目ないし７行目

２５文字目，４頁「調査

結果」欄１行目ないし１

１行目，６頁「調査結

果」欄の不開示部分全

て，「認定事実」欄３行

目２３文字目ないし６行

目２４文字目，７頁「調

査結果」欄の不開示部分

全て，８頁「調査結果」

○  ○ 
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欄の不開示部分全て，

「個体側要因の有無及び

その内容」欄４行目３文

字目ないし５行目最終文

字，９頁「主治医・産業

医等の意見」欄１５行

目，１６行目，１２頁の

不開示部分，２５頁「具

体的出来事」欄１段目

「具体的な内容及び評

価」の記載３行目１７文

字目ないし７行目２５文

字目，２７頁「調査結

果」欄１行目ないし１１

行目，２８頁「調査結

果」欄の不開示部分全

て，「認定事実」欄３行

目２３文字目ないし６行

目２４文字目，２９頁

「調査結果」欄の不開示

部分全て，３０頁「調査

結果」欄の不開示部分全

て，「個体側要因の有無

及びその内容」欄４行目

３文字目ないし５３文字

目，３１頁「主治医・産

業医等の意見」欄１５行

目，１６行目，３３頁の

不開示部分 

２ 

９ 

療養給付記録

に関する紹介

について等 

② １頁担当者氏名部分，

７頁及び８頁署名，押印

部分 

○   

 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２８年３月２５日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年４月１４日     審議 
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   ④ 同月１８日       審査請求人から意見書を収受 

   ⑤ 平成２９年８月３日   本件対象保有個人情報の見分及び審議 

⑥ 同年９月７日      諮問庁より補充理由説明書を収受 

⑦ 同月２８日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，「平成２７年特定月に特定労働基準監督署に

労災申請した件で労災保険不支給決定（決定年月日平成２７年特定月日）

にあたり，労働者災害補償保険療養・休業補償給付等・労働者災害補償保

険療養補償給付に関する「労働基準監督署の精神科医師の意見書・診断

書」監督署の調査内容や判断等が纏められた「調査結果復命書」「労働時

間残業時間に関する調査資料関係資料」」に記録された保有個人情報であ

り，具体的には，別表に掲げる文書番号１ないし文書番号３１に記録され

た保有個人情報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，審査請求人を本人と

する保有個人情報に該当しない，又は法１４条２号，３号イ及び７号柱書

きに該当するとして不開示とする原処分を行ったところ，審査請求人は，

企業印及び個人印以外の部分を開示すべきとしている。 

これに対して，諮問庁は，諮問に当たり，原処分における不開示部分の

一部を新たに開示することとするが，その余の部分については，原処分を

維持することが妥当としていることから，本件対象保有個人情報を見分し

た結果を踏まえ，審査請求人が開示すべきとし，諮問庁がなお不開示とす

べきとしている部分の審査請求人を本人とする保有個人情報該当性及び不

開示情報該当性について，以下，検討する。 

２ 保有個人情報該当性について 

諮問庁は，通番２３について，審査請求人を識別することができる情報

が含まれていないことから，審査請求人を本人とする保有個人情報には該

当しないと説明する。   

当審査会において見分したところ，当該部分には，審査請求人の氏名そ

の他の審査請求人を識別することができる情報の記載は認められない。そ

こで，当該部分がその内容等に照らして審査請求人を本人とする保有個人

情報に該当するか否かについて検討する。 

当該部分は，審査請求人以外の個人の破産状況に関する情報であり，審

査請求人を識別することができることとなる情報であるとは認められない。 

したがって，当該情報は，審査請求人を本人とする保有個人情報に該当

するとは認められない。 

３ 不開示情報該当性について 

（１）開示すべき部分（別表の６欄に掲げる部分）について 
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ア 通番５は，審査請求人に対して健康診断を実施した医師の署名であ

り，法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する

情報であって，特定の個人を識別することができるものに該当するが，

審査請求人宛ての文書の中に，同医師の署名があり，同号ただし書イ

の慣行として審査請求人が知ることができる情報に該当すると認めら

れる。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当せず，開示すべきで

ある。 

イ 通番８は，審査請求人の性格について審査請求人の母親から聴取し

た内容であり，法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個

人に関する情報であって，特定の個人を識別することができるものに

該当するが，原処分で既に開示されている別の文書に記載された内容

であることから，同号ただし書きイに該当し，また，同様の理由によ

りこれを開示しても労働基準監督機関が行う労災認定の事務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号及び７号柱書きのいずれに

も該当せず，開示すべきである。 

ウ 通番１８は，審査請求人より示された番号の記載であり，審査請求

人の知り得る情報であることから，これを開示しても，特定事業場の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認めら

れない。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当せず，開示すべき

である。 

（２）その余の部分について 

ア 法１４条２号該当性について 

（ア）通番２，通番４，通番７及び通番１９（署名部分を除く。）は，

審査請求人以外の個人の職氏名，生年月日，住所，職種，雇用年月

日，退職年月日及び退職事由であり，通番９，通番１０，通番１２，

通番１４及び通番１６は，審査請求人以外の被聴取者の氏名，肩書

き，立場，住所，生年月日，年齢及び聴取場所であり，それぞれ一

体として法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に

関する情報であって，特定の個人を識別することができるものに該

当し，かつ，審査請求人が知り得る情報であるとは認められないこ

とから，法１４条２号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及び

ハに該当する事情も認められない。 

通番２，通番４，通番７及び通番１９のうち職氏名，生年月日，

住所及び職種並びに通番９，通番１０，通番１２，通番１４及び通

番１６のうち被聴取者の氏名，肩書き，立場，住所及び生年月日に
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ついては，個人識別部分であることから，法１５条２項による部分

開示の余地はなく，部分開示できない。 

また，その余の部分については，同僚等の職場関係者にとって，

当該個人を特定する手掛かりとなり得るものであることから，審査

請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがないとは認められな

いことから，部分開示できない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

（イ）通番１９（署名部分），通番２１及び通番２２は，審査請求人以

外の個人の署名であり，法１４条２号本文前段に規定する審査請求

人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別することが

できるものに該当する。 

個人の署名については，当該個人の氏名を審査請求人が知り得る

としても署名まで開示する慣行があるとは認められないため，法１

４条２号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ及びハに該当する

事情も認められない。また，当該部分は個人識別部分であり，法１

５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とする

ことが妥当である。 

イ 法１４条２号及び７号柱書き該当性について 

（ア）通番８について 

ａ 通番８のうち，１２頁及び３３頁の不開示部分については，

「事業場（所属部署）内における当該労働者の位置づけ」欄の，

特定事業場の関係者の氏名が記載されており，かつ，聴取実施者

には○印が付記されている。 

聴取実施者の氏名及び聴取実施者であることを示す○印は，一

体として法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個

人に関する情報であって，特定の個人を識別することができる

ものに該当し，同号ただし書イないしハのいずれにも該当する

事情は認められず，当該部分は一体として個人識別部分である

ことから，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

また，聴取実施者であることを示す○印を付記されていない者

の氏名についても，法１４条２号本文前段に規定する審査請求

人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別するこ

とができるものに該当し，同号ただし書イないしハのいずれに

も該当する事情は認められず，また，個人識別部分であること

から，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱
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書きについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当で

ある。 

ｂ その余の部分については，審査請求人以外の第三者から聴取し

た内容であり，これを開示すると，被聴取者が，労災給付請求者

である審査請求人からの批判等を恐れ，被聴取者自身が認識して

いる事実関係等について直接的な申述を行うことをちゅうちょし，

労災給付請求者側又は所属事業場側いずれか一方に不利になる申

述を意図的に忌避するなど，正確な事実関係の把握が困難となる

おそれがあり，労働基準監督機関が行う労災認定の事務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条

２号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当で

ある。  

（イ）通番１１，通番１３，通番１５，通番１７及び通番２０は，労働

基準監督署の担当官が本件労災請求に対する処分に当たり審査請求

人以外の第三者から聴取した内容，又は労働基準監督署の担当官の

求めに応じて提出された医師の意見が記載されており，上記（ア）

ｂと同様の理由により，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，

同条２号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当で

ある。 

ウ 法１４条３号イ及び７号柱書き該当性について 

（ア）通番１について 

当該部分は，特定事業場が，特定労働基準監督署に提出した意見

であり，審査請求人が知り得るものではないから，これを開示する

と，このことを知った特定事業場だけでなく関係事業者の信頼を失

い，労災認定の調査への協力をちゅうちょさせることとなるなど，

正確な事実関係を把握することが困難となり，労働基準監督機関に

おける労災認定等の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

と認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条３

号イについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（イ）通番３について 

当該部分は，特定事業場の顧客名及び株主の名称であり，通番６

は，特定事業場の各労働者の担当する作業内容の詳細である。 

当該部分は，一般に公にしていない特定事業場の内部情報であり，

審査請求人が知り得る情報であるとは認められず，これを開示する

と，取引関係や人材確保の面等において，当該事業場の権利，競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。 
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したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，同条７号柱

書きについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

４ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

５ その他について 

 当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，審査請求人は，

特定労働基準監督署長による労災保険給付の不支給決定を不服として，石

川労働者災害補償保険審査官に対し，労働者災害補償保険法に基づく審査

請求を提起しており，原処分後に，上記労災保険給付に係る審査請求事件

について，石川労働者災害補償保険審査官による決定がなされ，審査請求

人に対しては既に当該決定書の送付がなされている。また，その後，審査

請求人から労働保険審査会に再審査請求がなされ，審査請求人に対して，

当該事件に係る一連の審査資料がまとめられた，いわゆる事件プリント及

び労働保険審査会の裁決書が送付されているとのことであった。本件開示

請求に係る原処分時においては，当該決定書，事件プリント及び裁決書の

内容を審査請求人が知り得る状況ではないが，当該決定書等の送付により，

当該決定書等記載の情報については不開示とする事情は失われていると認

められることから，諮問庁の現時点における対応としては，当該決定書等

により審査請求人が知り得る情報については開示することが望ましい。 

６ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を審査請求人

を本人とする保有個人情報に該当しない，又は法１４条２号，３号イ及び

７号柱書きに該当するとして不開示とした決定については，審査請求人が

開示すべきとし，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分のうち，別

表の６欄に掲げる部分を除く部分は，審査請求人を本人とする保有個人情

報に該当しない，又は同条２号，３号イ及び７号柱書きに該当すると認め

られるので，不開示とすることは妥当であるが，別表の６欄に掲げる部分

は，同条２号，３号イ及び７号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべき

であると判断した。 

（第３部会） 

  委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別表   

１  

 

文

書

番

号 

２  対象文

書名 

３ 

 

通

番 

４ 原処分において不開示

とされている部分 

５ 不開示情報 

(法１４条該当

号) 

６ 開 示

す べ き

部分 

２

号 

３号

イ 

７号

柱書

き 

１ 精神疾患事

案にかかる

事業場から

の資料等提

出の依頼に

ついて 

  ①５頁事業場印影部分  ○  － 

１ ②５頁「事業主意見」部分  ○ ○   

２ ③７頁不開示部分（④を除

く） 

○     

  ④７頁の代表取締役社長の

役職名，氏名部分 

新たに開示   

２ 会社概要   ①１頁事業場印影部分  ○  － 

３ ②２頁不開示部分全て  ○ ○   

３ 組織図，労

働者名簿等 

  ①１頁事業場印影部分  ○  － 

４ ②２頁ないし４頁の不開示

部分全て 

○     

４ 就業規則，

時 間 外 労

働・休日労

働に関する

協定書，そ

の他労使協

定書 

  ①１頁事業場印影部分，８

頁事業場印影部分，９頁事

業場印影部分，１１頁組合

印影部分，１２頁組合印影

部分，１４頁組合印影部

分，事業場印影部分，１５

頁組合印影部分，事業場印

影部分，１７頁組合印影部

分，事業場印影部分，１９

頁事業場印影部分 

 ○  － 

  ②１１頁ないし１７頁の執

行委員長の氏名 

新たに開示   

５ 社内履歴及

び家族状況

等 

  ①１頁事業場印影部分，４

頁事業場印影部分，９頁事

業場印影部分，１６頁事業

場印影部分 

 ○  － 

５ ②１７頁医師署名 ○   全 て 開

示 
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  ③１７頁印影部分，１８頁

印影部分，２０頁印影部

分，２２頁印影部分 

○     － 

  ④１８頁の医師の氏名，１

９頁の医師の印影及び特定

事業場の印影、２０頁の医

師の氏名，２１頁の医師の

印影及び特定事業場の印

影，２２頁の医師の氏名，

２３頁の医師の印影及び特

定事業場の印影，２４頁の

医師の氏名及び印影，２５

頁の医師の署名及び印影並

びに特定事業場の印影，２

６頁の医師の印影及び特定

事業場の印影部分 

新たに開示   

６ 業務内容と

日常業務の

内容 

  ①１頁事業場印影部分，３

頁事業場印影部分 

 ○  － 

６ ②２頁作業内容の不開示部

分 

 ○ ○   

７ ③２頁氏名の不開示部分 ○     

  ④２７頁の個人印影部分 ○   － 

７ 中長距離日

報① 

  個人名印影の不開示部分 ○   － 

８ 賃金台帳，

給与明細書 

  １頁事業場印影部分  ○  － 

９ 社会保険等

の加入状況 

  １頁事業場印影部分  ○  － 

１

０ 

その他参考

にとなる資

料 

  １頁事業場印影部分  ○  － 

１

１ 

精神障害の

業務起因性

判断のため

の調査復命

書 

８ ①２頁「具体的出来事」欄

１段目「具体的な内容及び

評価」の記載３行目１７文

字目ないし７行目２５文字

目，４頁「調査結果」欄１

行目ないし１１行目，６頁

○  ○ ８ 頁 「

個 体 側

要 因 の

有 無 及

び そ の

内 容 」
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「調査結果」欄の不開示部

分全て，「認定事実」欄３

行目２３文字目ないし６行

目２４文字目，７頁「調査

結果」欄の不開示部分全

て，８頁「調査結果」欄の

不開示部分全て，「個体側

要因の有無及びその内容」

欄４行目３文字目ないし５

行目最終文字，９頁「主治

医・産業医等の意見」欄１

５行目，１６行目，１２頁

の不開示部分，２５頁「具

体的出来事」欄１段目「具

体的な内容及び評価」の記

載３行目１７文字目ないし

７行目２５文字目，２７頁

「調査結果」欄１行目ない

し１１行目，２８頁「調査

結果」欄の不開示部分全

て，「認定事実」欄３行目

２３文字目ないし６行目２

４文字目，２９頁「調査結

果」欄の不開示部分全て，

３０頁「調査結果」欄の不

開示部分全て，「個体側要

因の有無及びその内容」欄

４行目３文字目ないし５行

目最終文字，３１頁「主治

医・産業医等の意見」欄１

５行目，１６行目，３３頁

の不開示部分 

欄 ４ 行

目 ３ 文

字 目 な

い し ５

行 目 最

終 文 字

並 び に

３ ０ 頁

「 個 体

側 要 因

の 有 無

及 び そ

の 内 容

」 欄 ４

行 目 ３

文 字 目

な い し

５ ３ 文

字目 

  ②１６頁印影部分 ○     － 

  ③４頁，６頁ないし８頁，

１３頁，２７頁ないし３０

頁及び３４頁の「資料Ｎ

ｏ」欄 

新たに開示   
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１

２ 

資料一覧 ９ ①２頁事業場関係者欄の氏

名，職名部分 

○       

  ②２頁の事業場関係者欄の

１行目２３文字目及び２４

文字目，２行目２４文字目

及び２５文字目，３行目２

４文字目及び２５文字目，

４行目２５文字目及び２６

文字目並びに「Ⅳ監督署が

収集した資料」欄の４行目

１３文字目ないし１６文字

目及び５行目１３文字目な

いし１５文字目 

新たに開示   

１

３ 

請求人提出

資料等 

  -         

１

４ 

中長距離日

報②（請求

人提出） 

  -         

１

５ 

作業完了報

告書（請求

人提出） 

  -         

１

６ 

請求人手帳   -         

１

７ 

ファクシミ

リ送信書等 

  -         

１

８ 

聴取書①   -         

１

９ 

聴取書②   -         

２

０ 

請求人手帳

等 

  -         

２

１ 

聴取書③   -         

２

２ 

聴取書④   -         
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２

３ 

聴取書⑤ １

０ 

①１頁２行目３文字目ない

し最終文字，３行目３文字

目ないし最終文字，４行目

７文字目，８文字目，１０

文字目，１２文字目，１３

文字目，１７文字目，１８

文字目，５頁の聴取者署名

部分 

○     

１

１ 

②１頁８行目ないし１２行

目，１５行目ないし５頁１

８行目の不開示部分（「回

答」の記載と問番号の記載

を除く。） 

○  ○   

  ③５頁の押印部分 ○     － 

  ④１頁５行目３文字目ない

し最終文字，１頁ないし５

頁の「問」の番号の記載と

「回答」の項目の記載 

新たに開示   

２

４ 

聴取書⑥ １

２ 

①１頁２行目３文字目ない

し最終文字，３行目３文字

目ないし最終文字，４行目

７文字目，８文字目，１０

文字目，１２文字目，１３

文字目，１７文字目，１８

文字目，５頁の聴取者署名

部分 

○     

１

３ 

②１頁８行目ないし１２行

目，１５行目ないし５頁１

４行目の不開示部分（「回

答」の記載と問番号の記載

を除く。） 

○  ○   

  ③５頁の押印部分 ○   － 

  ④１頁５行目３文字目ない

し最終文字，１頁ないし５

頁の「問」の番号の記載と

「回答」の項目の記載 

新たに開示   
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２

５ 

面談記録 １

４ 

①１頁２行目１２文字目な

いし３行目５文字目，１１

文字目ないし２０文字目 

○     

１

５ 

②１頁５行目ないし３頁３

行目の不開示部分（項番を

除く。） 

○  ○   

  ③１頁及び２頁の項番部分 新たに開示   

２

６ 

電話録取書 １

６ 

①１頁２行目１２文字目な

いし２８文字目 

○     

１

７ 

②１頁４行目ないし１１行

目の不開示部分（項番を除

く。） 

○  ○   

２

７ 

レセプト①   ２１頁ないし３１頁及び３

３頁の保険医氏名 

新たに開示   

２

８ 

レセプト② １

８ 

①３８頁不開示部分   ○   全 て 開

示 

  ②４０頁印影部分   ○   － 

  ③２６頁ないし３７頁及び

４３頁の保険医氏名 

新たに開示   

２

９ 

療養給付記

録に関する

紹介につい

て等 

  ①１頁印影部分  ○    

１

９ 

②１頁担当者氏名部分，７

頁及び８頁署名部分 

○     

２

０ 

③６頁不開示部分，８頁意

見の不開示部分 

○  ○   

  ④７頁及び８頁押印部分 ○   － 

３

０ 

カルテ ２

１ 

①署名の不開示部分 ○     

  ②印影不開示部分 ○   － 

３

１ 

診察資料 ２

２ 

①１頁医師署名部分，技師

署名部分，２頁医師の自署

部分，３頁医師の自署部

分，４頁指示医，技師，読

影医の自署部分，５頁指示

医，技師，読影医の自署部

分，６頁指示医，技師，読

○       
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影医の自署部分 

２

３ 

②１３頁不開示部分 保有個人情報非

該当 

  

○ ○ ○ 

  ③１頁医師印影部分，技師

印影部分，２頁技師印影部

分，３頁技師印影部分 

○   － 

  ④１頁指示医及び担当医の

記名部分，２頁指示医の記

名部分，３頁医師及び指示

医の記名部分及び７頁ない

し９頁の指示医の記名欄 

新たに開示   

※  本表６欄に掲げる部分のうち「－」印の箇所は，印影部分であり，審査

請求の対象とされていない部分である。 


